










当初申込期間 
継続申込期間 
 
申 込 単 位  
 
 
申 込 価 額  
 
申 込 不 可 日  
 
 
設 定 日  
信 託 期 間  
 
収 益 分 配  
 
クーリングオフ 

平成22年1月12日～平成22年1月27日 
平成22年1月28日～平成23年4月19日 
※期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新する予定です。 
分配金受取りコース：1万口以上1万口単位 
分配金再投資コース：1万円以上1円単位 
（ただし、定時定額購入サービスをご利用の場合は、1万円以上1千円単位） 
当初申込期間：1口当たり1円 
継続申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額 
継続申込期間において、以下に該当する日は、取得申込みの受付を行いません。 
・オーストラリア証券取引所の休業日およびその前営業日に該当する日 
・シドニーまたはメルボルンの銀行の休業日およびその前営業日に該当する日 
平成22年1月28日 
平成22年1月28日から、原則として無期限です。 
※一部解約等により受益権口数が5億口を下回った場合等、繰上償還することがあります。
毎月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配方針に基づいて収益分配を行います。ただし、
必ず分配を行うものではありません。なお、最初の収益分配については、平成22年4月20日となります。 
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用は
ありません。 

委 託 会 社  
受 託 会 社  
販 売 会 社  

岡三アセットマネジメント株式会社
住友信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社） 
岡三証券株式会社 
なお、販売会社と販売会社以外の金融商品取引業者が取次契約を結ぶことにより、当該金融商品取引業者が当該
販売会社にファンドの取得申込み等を取り次ぐことがあります。

換 金 単 位  
 
換 金 価 額  
換金申込不可日 
 
 
換金代金の支払日 
課 税 関 係  

分配金受取りコース：1万口以上1万口単位 
分配金再投資コース：1口単位
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 
継続申込期間において、以下に該当する日は、換金申込みの受付を行いません。 
・オーストラリア証券取引所の休業日およびその前営業日に該当する日 
・シドニーまたはメルボルンの銀行の休業日およびその前営業日に該当する日 
換金申込受付日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社を通じてお支払いします。 
＜個人の受益者の場合＞ 
原則として、分配時の普通分配金ならびに換金（解約）時の利益および償還時の償還差益に対して
課税されます。詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。 
※買取請求制によるご換金については販売会社にお問い合わせ下さい。�
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

作成：岡三アセットマネジメント株式会社

■本資料は、岡三アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。本資料中の記載内容、数値、図表等は、本資料作成時点のものであり、将来の運用成果を
示唆あるいは保証するものではありません。また、将来予告なしに変更される場合もあります。本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、
その正確性、完全性を保証するものではありません。 
■取得の申込みにあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」および「契約締結前交付書面」または「目論見書補完書面」の内容を十分にお読みいただき、
投資判断は、お客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。 

ご換金（解約）について ご換金（解約）について 

委託会社およびその他の関係法人 委託会社およびその他の関係法人 

お客様にご負担いただく費用 
■ 申込時に直接ご負担いただく費用 
・ 申 込 手 数 料 当初申込期間　1口1円に対して上限3.15%（税込み） 
 継続申込期間　1口につき取得申込受付日の翌営業日の基準価額に対して上限3.15%（税込み） 
■ 換金時に直接ご負担いただく費用　 
・ 換 金 手 数 料 ありません。 
・ 信託財産留保額 1口につき換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.1% 
■ 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 
・ 信 託 報 酬 投資信託財産の純資産総額に対して年1.1445%（税込み） 
［実質的な信託報酬※］投資信託財産の純資産総額に対して上限年1.6275%（税込み） 
※実質的な信託報酬とは、投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた報酬です。なお、実質的な信託報酬は目安で
あり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。 

・ 監 査 費 用 投資信託財産の純資産総額に対して年0.0126%（税込み） 
・ そ の 他 費 用 有価証券等の売買に係る売買委託手数料 

海外における資産の保管等に要する費用　等 
（その他費用につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算
方法を示すことはできません。また、投資対象とする投資信託証券のその他費用を間接的にご負担いただきます。） 

○お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額
もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。 
○詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」の【手数料等及び税金】をご参照下さい。 

お申込みについて お申込みについて 




